
３ 平成３１年度 妙円寺小学校 いじめ防止基本方針 
（１） 全体構想図 

 

 

学校教育目標 

ふるさとを思い 心豊かでたくましく 学びに向かう児童を育成する 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 家庭・地域との連携 

・PTA(学級PTA,PTA生活

指導部) 

・子供会育成会 

・校区公民館 

・学校応援団 

 

 
【いじめ対策委員会】 

（年間計画の作成・実行・検証・修正の中核である） 

・目的（いじめ防止に，実効的かつ組織的に取り組むため） 

・組織構成 (管理職，生徒指導主任，学年主任，養護教諭，

その他必要に応じた関係者及び外部専門家） 

 

 

 関係機関等との連携 

・学校評議員 

・民生委員 

・学校医 

・警察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育活動の重点 

①児童が，わかる

授業づくり(授

業改善)に努め

る。 

②児童の居場所

を確保する。 

③児童の自己有

用感を高める。 

 

児童生徒の主体

的な活動 

①いじめ防止標

語作成 

②いじめ防止ポ

スター作成 

③あいさつ運動

推進 

 

 

 

【いじめの防止】 

・教職員の取組（いじめ問題研修，居場所づくり，わかる授業づく

り，躾・規律指導） 

・児童生徒の取組（絆〔友人・集団〕づくり，いじめ防止の児童会

活動） 

・保護者の取組（学級レクリエーション，授業への参加） 

 

 

 

生徒指導体制 

①生活指導部 

②教育相談部 

③特別活動部 

④読書指導部 

 

相談体制 

①家庭訪問 

②教育相談日 

③事例報告会 

 

職員研修の重点 

①いじめ問題研 

 修 

②ネットいじめ

研修 

③生徒指導事例

研修 

･学校ﾈｯﾄﾊﾟﾄﾛｰﾙ事業

検索結果の活用 

・教育相談員との連携 

・ＳＣ，ＳＳＷとの連携 

・啓発資料の活用 

・生活指導だより発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【いじめの早期発見】 

・教職員の取組（健康観察，生活ノート等の観察，アンケート調査,

教育個人相談，情報交換会） 

・児童生徒の取組（先生や親への連絡） 

・保護者の取組（教職員との連携づくり，PTAへの参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【いじめに対する措置】 

・教職員の取組（いじめの阻止，情報収集，情報共有〔いじめ対策

委〕，事実確認，市教委への報告，被害児とその保護者への支援,

加害児への指導とその保護者への助言，いじめに関わった集団へ

の働きかけ，ネットいじめ対応） 

・保護者の取組（「いじめを見たら，即注意」,いじめ情報提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【年間計画】 

月 月目標 計画及び評価 実態把握等 各教科・道徳･特別活動等 児童会活動 情報ﾓﾗﾙ関連 教育相談 職員研修(案) 

４ 
 年間及び１学期の活動計画の検討 

取組評価アンケートの作成 

(学校)いじめｱﾝｹｰﾄ ｢いじめ問題を考える週間｣の実施 

関連した道徳科の授業 

あ
い
さ
つ
運
動
（
長
期
休
業
中
を
除
く
） 

 各教科における指導計画の確

認 

家庭訪問 学校基本方針の確認 

５  実態に基づいた対応策の検討     個別面談 具体的な対応の在り方 

６    関連した道徳科の授業，人権週間   個別面談 家庭との連携の在り方 

７  取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施 （県）いじめｱﾝｹｰﾄ   携帯･ﾈｯﾄ利用実態調査 個別面談  

８ 

 取組評価ｱﾝｹｰﾄ集計，取組の検証 

２学期の活動計画の検討 

 人権強調月間 

 
 

 

 

 

 取組評価結果から 

生徒指導事例研修 

情報モラル研修 

９ 
 

 

実態に基づいた対応策の検討 

 

 ｢いじめ問題を考える週間｣の実施

関連した道徳科の授業 

 学級ＰＴＡにおける情報モラ

ルについての話題提供 

個別面談  

１０       個別面談 具体的な対応の在り方 

１１       個別面談  

１２ 
 

 

取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計， 

取組の検証 

(学校)いじめｱﾝｹｰﾄ 

 

｢いじめ問題を考える週間｣の実施 

関連した道徳科の授業，人権週間 

人権標語

作成 

 

 

個別面談 取組評価結果から 

 

１       個別面談 具体的な対応の在り方 

２  取組評価ｱﾝｹｰﾄの実施，集計，  関連した道徳科の授業   個別面談  

３  取組の検証 次年度活動計画案作成       

51 
 

仕
組
み
づ
く
り 

実
態
把
握 

い
じ
め
を
な
く
す

気
運
づ
く
り 

人
づ
く
り 



 

（２） いじめの定義 

    いじめの定義は，いじめ防止対策推進法第２条において下記のとおり規定されており，本校では，いじめ防止対

策推進法第２２条に則り，いじめ問題に対する指導体制を十分機能させていくために，校長のリーダーシップのも

と，学校におけるいじめ防止等の対策のための組織を中心に，学校全体で組織的，継続的に取り組むものとする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア いじめの認知 

特定の教職員のみによることなく，「いじめ対策委員会」を中心に，職員間で情報を共有しながら行うように

する。 

 

イ いじめの判断 

○ 表面的・形式的に行わない。 

○ いじめられた児童生徒の立場に立つ。 

○ 「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることがないように努める。 

○ いじめられていても，本人がそれを否定する場合があることを踏まえ，児童の表情や様子をきめ細かく観察

する等して確認する。 

○ いじめられた児童本人や周辺の状況等を客観的に確認する。 

○ いじめられた児童の感じる被害性に着目して見極める。 

・ 外見的にはけんかやふざけ合いのように見える場合等 

・ インターネット上で悪口を書かれた児童がそのことを知らずにいるような場合等 

○ いじめに当たると判断した場合にも，全てが厳しい指導を要するとは限らない。 

・ 好意から行った行為が心身の苦痛を感じさせてしまったような場合等 

    

ウ いじめ「解消」の定義 

    ○少なくとも次の二つの要件が満たされていること。 

     ・ いじめに係る行為が少なくとも３か月止んでいること 

・ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

 

（３） いじめの未然防止 

    いじめ問題において，「いじめが起こらない学級・学校づくり」等，未然防止に取り組むことが最も重要である。

そのためには，「いじめは，どの学級にも学校にも起こりえる」という認識をすべての教職員がもち，好ましい人

間関係を築き，豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。 

    

ア 未然防止の観点 

    ○「いじめは決して許されない」ことの理解を促す。 

    ○「児童が居場所を実感できる学校」を目指し，豊かな情操や道徳心，自他の存在を等しく認め，お互いの人格

を尊重し合える態度等，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。 

    ○「明るく楽しい学校」を目指し，児童が，日々の授業や学校行事等において，主体的に取り組む共同的な活動

を通して，互いの信頼関係等を築いていく。 

○ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，その改善を図り，ストレスに適切に対処できる力を育む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第71号） 

第２条 定義 

この法律において「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネ

ットを通じて行われるものを含む。)であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて

いるものをいう。 

２ この法律において「学校」とは，学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する小学校，中学

校，高等学校，中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは，学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは，親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）をい

う。 



イ 具体的な取組 

 ○ いじめは絶対に許さないという教職員の姿勢を示す。 

○ 傍観者とならず，いじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるように努める。また，死を悼み， 

 その悲しみを味わうことで生を捉える教育の充実を図る。 

○ 道徳科の授業や特別活動等における，児童の主体的な活動を推進し，児童同士の好ましい人間関係を築く。 

○ 校内研修や職員会議で，様々な生徒指導上の事例等について共通理解を図る。 

○ ４月及び９月の「いじめ問題を考える週間」を中心に，いじめに関連する授業を展開したり，いじめについ 

ての講話を行ったりする。 

○ 一人で悩まずに，家族・学校・友だち・関係機関等に相談するよう指導する。 

○ いじめについて考えさせる場を計画的に設ける。 

○ 行事等をとおして，学級・学年・学校の集団の連帯感を深める。 

○ いじめ解消に向けた児童の主体的な活動を支援する。 

○ 学校等として特に配慮が必要な以下の児童については，日常的に，該当児童生徒等の特性を踏まえた適切な 

支援を行うとともに，保護者との連携，周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行うことが必要である。 

・ 発達障がいを含む，障がいのある児童 

・ 海外から帰国した児童や外国人の児童，国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童 

・ 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童 

・ 東日本大震災により被災した児童又は原子力発電所事故により避難している児童 

    ○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。 

 

（４） いじめの早期発見 

    いじめの早期発見は，いじめへの迅速な対処の前提であり，職員のみならず，保護者・地域等と連携し，児童の

ささいな変化に気付くことが大切である。いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけ

あいを装って行われたりする等，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることがある。また，ささいな兆候

であっても，いじめは軽微なものが徐々に深刻化していくこともあることから，早い段階から的確に関わりを持ち，

いじめを軽視することなく積極的にいじめを認知していく必要がある。 

また，教職員がいじめ情報を抱え込み，学校内で情報共有しないことは，いじめ防止対策推進法の規定に違反し

得ることで，組織として学校いじめ防止基本方針を推進する役割を担うことを理解しておくことが大切である。 

    

ア 具体的な取組 

○ 定期的なアンケート調査や児童の心身の状態や交友関係の状況等に関するアセスメント(学校楽しぃーと

等)を行い，早期発見に努める。 

    ○ 教育相談を実施するとともに，気軽に相談できる雰囲気づくりに努める。また必要に応じて学校カウンセラ

ーの活用を図る。 

    ○ 生活ノートを活用し発見に努めるとともに，教師と児童の信頼関係の構築を図る。 

○ 電話相談窓口の周知等により，児童がいじめを訴えやすい体制を整える。 

○ 「学校だより」や「生徒指導だより」を通して啓発を図り，地域や家庭と連携して児童を見守る。 

○ ＰＴＡや地域の関係団体等といじめの問題について協議する機会を適宜設ける。 

○ 重大事態の対応にあたっては，「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を踏まえて対応していく。 

 （いじめの重大事態の調査に関するガイドライン→危機管理マニュアルにあり） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（５） いじめ発生の対応 

いじめの認知に向け日頃からアンケート調査・教育相談等により正確な実態把握に努める。また，いじめを認知 

した場合，ただちに生徒指導担当者に報告し，校長のリーダーシップのもと，組織的に事案の対応にあたる。 

   ア 対応の手順 

    ○ 学校内で解決を目指す比較的軽度な事象（Ⅰ）                     

      

 

 

 

 

 

 

 

    ○ 学校内での解決を目指すが，対応が複雑又は困難な事象（Ⅱ） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○ 学校内だけでは解決が困難な事象（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ いじめの深刻度の目安 

 

 

 

 
 
 
   ウ 具体的な指導・支援 

   （ア） 児童への指導・支援 
 いじめられた児童に対して いじめた児童に対して 友人・知人（観衆・傍観者）の児童に対して 

内容 

○ 事実確認とともに，まず，つらい今の
気持ちを受け入れ，共感することで心の
安定を図る。 

○「最後まで守り抜くこと」「秘密を守る
こと」を伝える。 

○ 必ず解決できる希望が持てることを

伝える。 
○ 自信を持たせる言葉をかける等，自尊
感情を高めるよう配慮する。 

○ いじめた気持ちや状況などについて
十分に聞き，子どもの背景にも目を向け
指導する。 

○ 心理的な孤立感・疎外感を与えないよ
うにするなど一定の教育的配慮のもと，
毅然とした対応と粘り強い指導を行い，

いじめが人として決して許されない行
為であることやいじめられる側の気持
ちを認識させる。 

○ 当事者だけの問題にとどめず，学級
及び学年，学校全体の問題として考え，
いじめの傍観者からいじめを抑止する

仲裁者への転換を促す。 
○「いじめは決して許さない」という毅
然とした姿勢を示す。 

○ はやし立てたり，見て見ぬふりをす
る行為も，いじめを肯定していること
を理解させる。 

○ いじめを訴えることは，正義に基づいた
勇気ある行動であることを指導する。 

配慮事項 
•  再発や潜在化 

•  PTSD，自殺危険度のアセスメント 

•  加害者の心理的背景 

•  加害者が被害者になること 

•  観衆，傍観者が加害者・被害者に成

り得ること 

   （イ） 保護者との連携 
いじめられた児童の保護者に対して いじめた児童の保護者に対して 

○ 発見したその日のうちに，家庭訪問等で保護者に面談し，事実関係を伝える。 
○ 学校の指導方針を伝え，今後の対応について協議する。 

○ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 
○ 継続して家庭と連携を取りながら，解決に向かって取り組むことを伝える。 
○ 家庭で子どもの変化に注意してもらい，どのような些細なことで

も相談するよう伝える。 

○ 正確な事実関係を説明し，いじめられた子どもや保護者のつらく
悲しい気持ちを伝え，よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。 

○「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を
示し，事の重大さを認識させ，家庭での指導を依頼する。 

○ 子どもの変容を図るために，今後のかかわり方などを一緒に考え，

具体的な助言を行う。 

 

Ⅰ ・一体一の比較的軽度な言葉 ・からかい 無視 等 

Ⅱ ・数名の軽度な言葉，仲間はずれ，無視・蹴る，叩く，足かけ，物隠し        等  

Ⅲ 
・長期間の集団無視，強要 ・服を脱がせる等の重度な実害 ・いじめによる不登校 
・怪我を伴う暴力，恐喝，窃盗，強姦，PTSDと診断される，自傷行為，死を語る 等 
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に
関
与
し
た
職
員 

職
員
会
議 

事
象
内
容
・
指
導
方
針
・
役
割

分
担
を
全
職
員
で
共
通
理
解 

☆
必
要
に
応
じ
て
関
係
機
関

へ
相
談 具

体
的
な
指
導
・
支
援
へ 

事象内容を教育委員会へ報告 

事象に応じ

て管理職で

判断 

深
刻
な
い
じ
め
事
象
の
認
知 

状
況
把
握
（
事
実
関
係
調
査
） 

ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
活
用 

生
徒
指
導
係 

管
理
職
（
校
長
・
教
頭
） 

事象内容を教育委員会へ報告 

教
育
委
員
会 

※
必
要
に
応
じ
て
警
察
・
Ｐ

Ｔ
Ａ
・
学
校
評
議
員
等
と
の

連
携 

  
 
 
 

＋ 

 

い
じ
め
対
策
委
員
会 

校
長
・
教
頭 

生
徒
指
導
主
任 

学
年
主
任
・
担
任
（
該
当
児
童
） 

認
知
に
関
与
し
た
職
員 

緊
急
職
員
会
議 

事
象
内
容
・
指
導
方
針
・
役
割

分
担
を
全
職
員
で
共
通
理
解 

 

全
職
員
で
協
働
し
て
事
象
の

拡
大
防
止
と
収
束
の
た
め
の

指
導
に
迅
速
に
取
り
組
む 

具
体
的
な
指
導
・
支
援
へ 


